
寒 川町 介護 保険法 施行 細則 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(被 保険者 証、 負担 割合 証等 の再 交付 ) (被 保険者 証、 負担 割合 証等 の再 交付 ) 

第 4条 の 2  省 令 第 2 7条 第 1項 及 び 第 2 8条

の 2第 4項                            

                             に 規 定

す る申 請書 は、介護 保険 被保 険者 証等再

交 付申 請書 (第 4号 様式 )とする 。  

第 4条 の 2  省 令 第 2 7条 第 1項 、 第 2 8条 の 2

第 4項 及 び 第 8 3条 の 6第 7項 (第 1 7 2条 の 2

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )に 規 定

す る申 請書 は、介護 保険 被保 険者 証等再

交 付申 請書 (第 4号 様式 )とする 。  

～ 略～  ～ 略～  

第 4号様式 (第 4条の 2関 係 ) 

〔 別添 のと おり〕  

第 4号様式 (第 4条の 2関 係 ) 

〔 別添 のと おり〕  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の規 則は 、公布 の日 から 施行 する。  

 




